
船舶事故調査報告書 

平成３０年１月２４日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２９年９月１１日 ０５時４０分ごろ 

発生場所 北海道根室市花咲灯台南方沖 

花咲灯台から真方位１７３°２４０ｍ付近 

 （概位 北緯４３°１６.６′ 東経１４５°３５.４′） 

事故の概要  漁船第３５公徳
こうとく

丸は、漂泊中、また、漁船第３８宝生
ほうしょう

丸は、北北

東進中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 平成２９年９月１４日、主管調査官（函館事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 漁船 第３５公徳丸、２.９９トン 

   ＨＫ３－８９６２８（漁船登録番号）、個人所有 

Ｂ 漁船 第３８宝生丸、２.２トン 

   ＨＫ３－１０８９７０（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、二級小型・特殊・特定 

Ｂ 船長Ｂ、二級小型・特殊・特定 

 負傷者 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 １人（甲板員） 

 損傷 Ａ 船尾部外板に亀裂 

Ｂ 船首部外板に擦過傷 

 気象・海象 

 

気象：天気 霧、無風、視程 ５０ｍ以下 

海象：海上 平穏 

根室市には、９月５日１５時４６分に濃霧注意報が発表され、本事

故時も継続中であった。 

 事故の経過 

 

 Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、霧で視程が５０ｍ以下に制限さ

れた状況下、花咲灯台南方沖のこんぶ
．．．

漁の操業待機場所において、操

業開始時刻を待ち、船首を北東方に向けて漂泊していた。 

船長Ａは、濃霧で視界が悪いので、機関を停止して他船等の音が聞

こえるようにしていたところ、他船が近づいてくる機関音を聞いた

が、操業待機場所で停船するものと思い、漂泊を続けた。 

Ａ船は、船長Ａが、Ｂ船が至近に迫ってきたのを認め、危険を感じ

たが、どうすることもできず、その船尾部とＢ船の船首部とが衝突し

た。 

Ｂ船は、船長Ｂ及び甲板員１人が乗り組み、霧で視程が５０ｍ以下

に制限された状況下、こんぶ漁の操業待機場所に向け、花咲港東外防

波堤に沿って約１６ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で

北北東進中、船長Ｂが、左舷方に時折見える同防波堤を見ながら船位



の確認を行い、前方を見たところ、至近にＡ船が見えたので、左舵を

取って機関を中立にしたものの、間に合わずＡ船の船尾部に衝突し

た。 

Ａ船及びＢ船は、両船の状況を確認後、花咲港に戻った。 

Ｂ船の甲板員は、右手小指の爪剝離を負った。 

船長Ｂは、濃霧であったので、速力を落とし、前方に注意すれば良

かったと本事故後に思った。 

分析  Ａ船は、霧で視程が５０ｍ以下に制限された状況下、こんぶ漁の待

機場所で機関を停止して漂泊中、船長Ａが、他船が近づいてくる機関

音を聞いたものの停船すると思い、衝突を避ける措置を採らなかった

ことから、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

Ｂ船は、霧で視程が５０ｍ以下に制限された状況下、北北東進中、

船長Ｂが、約１６kn の速力で航行を続けたことから、前路で漂泊中の

Ａ船を認めて避けようとしたものの間に合わず、Ａ船と衝突したもの

と考えられる。 

原因  本事故は、霧で視程が５０ｍ以下に制限された状況下、こんぶ漁の

操業待機場所において、Ａ船が機関を停止して漂泊中、Ｂ船が北北東

進中、船長Ａが衝突を避ける措置を採らず、また、船長Ｂが約１６kn

の速力で航行を続けたため、両船が衝突したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・視界制限状態で漂泊する船舶は、接近する他船の動向に注意し、

必要に応じて機関を用意するなどして衝突を避けるための準備を

しておくこと。 

 ・視界制限状態で航行する船舶は、視界の状況に応じ、自船の操縦

性能を考慮して十分に減速し、また、必要に応じて停止するこ

と。 

 


